
１ 盛土規制法の概要について
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法改正の背景

盛土をめぐる現状

制度上の課題

・静岡県熱海市で大雨に伴い盛土が崩落し大規模な土石流が発生
→甚大な人的・物的被害（令和３年７月）

・各地で盛土等の崩落による被害が発生

・宅地の安全確保、森林機能の確保、農地の保全等を目的とした各法律により開発を規制
→各法律の目的の限界から、盛土等の規制が必ずしも十分でないエリアが存在

R3.7 静岡県熱海市 H21.7 広島県東広島市 R3.6 千葉県多古町

死者・行方不明者28名、住宅被害98棟 死者1名、重傷者1名
住宅被害1棟

軽傷者1名、県道通行止め

【国土交通省HPより引用】

「宅地造成及び特定盛土等規制法（通称：盛土規制法）」制定
※国土交通省・農林水産省による共管法（令和4年5月27日公布、令和5年5月26日施行）4



１ スキマのない規制（区域の設定）
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２ 盛土等の安全性の確保
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３ 責任の所在の明確化／４ 実効性のある罰則
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